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暦年課税に係る贈

与財産がない場合

には記入する必要

はありません。 

【事例２】相続時精算課税を適用する場合 

私は、父から宅地と上場株式 5,000 株の贈与を受けました。 

 平成 26 年１月１日において、父は 65 歳以上、私は 20 歳以上ですので、相続時

精算課税を選択して申告します。 

転記します。

転記します。
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○ 新たに相続時精算課税の適用を受ける場合には、申告書第一表、第二表に加えて、「相続時精算課税選択

届出書」（78 ページ参照）の提出が必要となります。 

  

記入もれが

多い箇所で

すので注意

してくださ

い。 

「相続時精算課

税選択の特例」

（62ページ参照）

の適用を受けな

い場合には□に

レ印を記入する

必要はありませ

ん。 
事
例
２ 
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平成 26 年中に特定

贈与者（５ページの

３（注２）参照）の

推定相続人となった

場合以外は記入する

必要はありません。

「26」と記入してく

ださい。 

乙
沢 
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このチェックシートは、平成 26 年中に贈与を受けた財産に対して相続時精算課税を選択することができるかどう

かについて主なチェック項目を示したものです。この回答欄の左側のみに○がある場合には、原則として相続時

精算課税を選択することができます。 

 

1 贈与者は、昭和 24 年 1 月 2 日以前に生まれた人ですか。 は い いいえ

2 あなたは、平成 6 年 1 月 2 日以前に生まれた人ですか。 は い いいえ

3 
あなたは、贈与を受けた日現在において贈与者の子である推定相続人（子が亡く

なっているときには孫を含みます。）ですか。 
は い いいえ

                                                    

（注） 住宅取得等のための金銭の贈与を受けた人で、その贈与者が昭和 24 年 1 月 3 日以後に生まれた人の場合

には、「平成 26 年分『相続時精算課税選択の特例』のチェックシート」（38 ページ又は 40 ページ参照）を

使用してください。 

 

 

  

相続時精算課税（62 ページの「相続時精算課税選択の特例」を含みます。）の適用を新たに受け

る場合（４ページの（ロ）の（注 2）参照）には、相続時精算課税選択届出書に次の表に掲げる

書類を添付して提出しなければなりません。 

次の表の 1 から 4 までの書類は、贈与を受けた日以後に作成されたものを提出してください。 

添 付 書 類 

1 

受贈者の戸籍の謄本又は抄本その他の書類で、次の内容を証する書類 

① 受贈者の氏名、生年月日 

② 受贈者が贈与者の推定相続人であること。 

2 
受贈者の戸籍の附票の写しその他の書類で、受贈者が 20 歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類（受

贈者の平成 15 年 1 月 1 日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。） 

3 贈与者の住民票の写しその他の書類で、贈与者の氏名、生年月日を証する書類 

4 

贈与者の戸籍の附票の写しその他の書類で、贈与者が 65 歳に達した時以後の住所又は居所を証する書類（贈

与者の平成 15 年 1 月 1 日以後の住所又は居所を証する書類でも差し支えありません。） 

（注）1 「相続時精算課税選択の特例」（62 ページ参照）の適用を受ける場合には、「贈与者の平成 15 年 1 月 1 日

以後の住所又は居所を証する書類」となります。 

   2 上記 3 の書類として贈与者の住民票の写しを添付する場合で、贈与者が 65 歳に達した時以後（「相続時

精算課税選択の特例」の適用を受ける場合を除きます。）又は平成 15 年 1 月 1 日以後、贈与者の住所に変

更がないときは、4の書類を提出する必要はありません。 

（注）受贈者が相続時精算課税選択届出書を提出する前に死亡している場合の提出書類については、税務署にお尋ね 
ください。 

 

Ｑ＆Ａ 不動産取得税はかかりますか。 

 

問： 相続時精算課税に係る贈与により取得した不動産の価額が相続時精算課税の特別控除額以下であっ 

ても、不動産取得税（地方税）はかかるのでしょうか。 

答： 贈与により取得した不動産の価額が相続時精算課税の特別控除額以下でも、不動産取得税（地方税） 

はかかります。詳しくは都道府県税事務所にお尋ねください。 

 

Ｑ＆Ａ 相続時精算課税選択届出書の作成 

 

問： 私は父と母から財産の贈与を受け、それぞれから贈与を受けた財産について相続時精算課税を選 

択しようと考えています。その場合、相続時精算課税選択届出書は、父と母それぞれに作成しなけれ 

ばならないのでしょうか。  

答： 父と母それぞれに作成する必要があります。相続時精算課税選択届出書は、贈与をした人ごとに作成 

しなければなりません。 

該当する回答を○で囲んでください。

平成 26 年分 相続時精算課税を選択する場合のチェックシート 

相続時精算課税の添付書類 


